
 

 

 
労働移動支援助成金の支給要件の厳格化（「雇用関係助成金支給要領」抄） 

 
 
 
0205 退職コンサルティング 

本要領における「退職コンサルティング」とは、再就職援助計画又は求職
活動支援基本計画書の対象となる退職者が具体的に決定し当該再就職援助計
画又は求職活動支援基本計画書を公共職業安定所に申請又は提出する日以前
に、再就職支援を受託する職業紹介事業者が申請事業主に対して行う働きか
けであって、解雇・退職勧奨・希望退職募集等の人員削減に関して、①その
実施を提案すること、②制度設計の支援（対象者の選定基準の設定を含む）
をすること、③実施方法（対象者との面接方法を含む）のコンサルティング
（相談・助言・研修、マニュアル・参考資料の提供等）をすることをいう。
それが法令違反に該当するか否か、有料であるか否か、契約を交わしている
か否か、人員削減方針やその公表があるか否か、人員削減の具体的方法が決
定しているか否か、申請事業主からの依頼があったか否かを問わない。 
なお、再就職援助計画又は求職活動支援基本計画書の対象となる退職者が

具体的に決定する前の接触であっても、人員削減の働きかけを伴わない形で
行われる、本助成金の対象者となる退職者が具体的に決定した後に行うこと
となる再就職支援サービスや本助成金の内容の説明・情報提供は含まない。 

 
 
0206 退職強要  

事業主が労働者に対して行う退職勧奨が退職強要に当たるか否かについて
は、司法により事実認定されるべきものであるが、本要領における「退職強
要」とは、支給対象者が、申請事業主から退職勧奨（解雇の場合を含まない）
を受けて退職することとなった過程において、退職の意思がないのにも関わ
らず、多数回・長期に及ぶ退職勧奨が行われたり、退職や著しい処遇低下以
外の選択肢を与えられないなど、自由な意思決定が妨げられる状況に置かれ
て退職の合意を求められることをいう。 

 
 
0301 支給対象者 

再就職支援奨励金の支給対象とする者（以下「支給対象者」という。）は、
次のイ～チのいずれにも該当する労働者とする。 

  イ～ホ （略） 
へ 職業紹介事業者によって退職勧奨を受けたと受け止めている者でない
こと。 

ト 申請事業主によって 0206 の「退職強要」を受けたと受け止めている者
でないこと。 

チ ロ(ｲ)によって職業紹介事業者に対する委託によって行われる再就職支
援を受ける者の場合は、当該職業紹介事業者の行う再就職支援を受けるこ
とについて承諾している者であること。 
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0305 支給対象事業主 

再就職支援奨励金の支給対象とする事業主は、「第１ 共通要領」0300を
満たすことのほか、次のイ～ハのいずれにも該当するものとする。ただし、
「第１ 共通要領」のうち 0302 ヘ（倒産等している事業主への不支給）の
規定については、例外的に適用しないものとする。 
イ～ロ （略） 
ハ 支給対象者の再就職支援の実施について委託契約を締結した職業紹
介事業者（職業紹介事業者との関係が上記ロの(ｲ)～(ﾊ)に該当する事業
所を含む）から、当該支給対象者の離職日の前日から１年前の日以後（た
だし、当該委託契約の日が平成 28年 4 月 30日以前の場合は同年 4 月 1
日以後）、当該支給対象者に係る再就職援助計画又は求職活動支援基本
計画書を公共職業安定所に申請又は提出した日までの間に、0205の「退
職コンサルティング」を受けた事業主でないこと。 
 
 

 


